
利用料金（令和６年４月１日改定）

（１）介護サービス費　　 ※利用料金は１単位につき１０．１４円で算定します。

※外泊された場合は、外泊初日と最終日以外は上記単位数に代えて３６２（単位）となります。

（２）加算される料金

※（１）（２）については、介護保険負担割合証に記載の負担割合を乗じた額が負担額となります。

○初期加算・・入所後、３０日間に限り１日３０（単位）加算されます。また、急性期医療機関を
３０日以内に退院して入所され、地域の医療機関との情報共有ができている場合１日６０（単位）
加算されます。

○夜勤職員配置加算・・夜勤を行う介護・看護職員が基準を上回って配置されている場合１日２４
（単位）加算されます。

１日の利用単位数 １日の利用単位数

②従来型個室（１人部屋）

961 941

991 1,040

985

在宅強化型 基本型

928

863

788

1,072

1,125 1,012

要介護度

913

865

812

748

703717

763

828

883

932

在宅強化型

871

947

1,014

介護老人保健施設　さわやかリバーサイドビラ【一般入所】

908

843

793

基本型 その他

777

①多床室（２～４人部屋）

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

その他

826

○退所時栄養情報連携加算・・特別食を必要とするもしくは低栄養状態にあると判断された利用者
が施設から退所する際に、主治医もしくは医療機関等に対して栄養管理に関する情報を提供した場
合１月に１回７０（単位）加算されます。

○短期集中リハビリテーション加算・・入所の日から３ヶ月以内に集中的にリハビリテーションを
行った場合１日２００（単位）加算され、必要時にＡＤＬの評価と計画の見直し、厚生労働省への
情報提供を行っている場合１日２５８（単位）加算されます。

○ターミナルケア加算・・施設においてターミナルケアを行った場合、死亡日は１日１９００（単
位）、死亡日の前日と前々日は１日９１０（単位）、死亡日以前４日～３０日は１日１６０（単
位）、死亡日以前３１日～４５日は１日７２（単位）加算されます。

○再入所時栄養連携加算・・入所中に病院等へ入院後に再度入所する際、栄養管理が大きく異なる
ため施設の管理栄養士が病院等の管理栄養士と連繋して栄養ケア計画を策定した場合１回を限度と
して４００（単位）加算されます。

○入所前後訪問指導加算・・入所期間が１月を超えると見込まれる利用者の入所予定日３０日以内
又は入所後７日以内に退所後生活する居宅を訪問し、施設サービス計画の策定及び診療方針の決定
を行った場合１回を限度として４５０（単位）加算されます。また、生活機能の具体的な改善目標
を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合１回を限度として４８０（単位）
加算されます。
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※１０項目（在宅復帰率、ベッド回転率、入所・退所前後訪問指導割合、居宅サービスの実施数、リハビリ専門
職・支援相談員の配置割合、要介護４又は５の割合、喀痰吸引・経管栄養の実施割合）の状況に応じて算定。
条件により上記に在宅復帰・在宅療養支援機能加算（１日５１（単位））が加算されます。



○安全体制対策加算・・厚生労働大臣が定める研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策
部門を設置して組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合入所時に１回２０（単位）
加算されます。

○褥瘡マネジメント加算・・利用者ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて評価し、その内
容等を厚生労働省に提出しており、褥瘡が発生するリスクがある利用者ごとに褥瘡ケア計画を作成
している場合１月に１回３（単位）加算されます。さらに褥瘡が発生するリスクがある利用者に褥
瘡の発生のない場合１月に１回１３（単位）加算されます。

○自立支援促進加算・・医師が利用者ごとに自立支援に必要な医学的評価を入所時にし、特に対応
が必要な利用者に対して支援計画を作成して支援を行っており、その内容等を厚生労働省に提出し
ている場合１月に１回３００（単位）加算されます。

○所定疾患施設療養費・・肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪のいずれか
に該当する利用者に対して、投薬、検査、注射、処置等を行った場合１月に１回（連続して１０日
間）４８０（単位）加算されます。

○療養食加算・・医師の指示箋に基づき糖尿食や腎臓食などの特別な食事を提供した場合１日３回
に限って１回６（単位）加算されます。

○かかりつけ医連携薬剤調整加算・・施設の医師又は薬剤師が、かかりつけ医と連携を取りながら
服薬に関する評価を行っている場合、１回に限って１４０（単位）又は７０（単位）加算されま
す。さらに厚生労働省に情報提供を行っている場合、１回に限って２４０（単位）、６種類以上の
内服薬が処方されている利用者の内服薬が種類以上減少している場合、１回に限って１００（単
位）加算されます。

　・入所前連携加算Ⅰ・・６００（単位）　・入所前連携加算Ⅱ・・４００（単位）

○栄養マネジメント強化加算・・利用者ごとの継続的な栄養管理を強化して行った場合１日１１
（単位）加算されます。

　・試行的退所時指導加算・・４００（単位）
　・退所時情報提供加算Ⅰ・・５００（単位）　・退所時情報提供加算Ⅰ・・２５０（単位）

○協力医療機関連携加算・・協力医療機関との間で、利用者の病歴等の情報を共有する会議を定期
的に開催している場合１月に１回５（単位）加算され、利用者の病状が急変した場合等における相
談や診療、入院受入れ体制ができている場合１月に１回１００（単位）加算されます。

○認知症チームケア推進加算・・利用者のうち日常生活に注意を必要とする認知症の者の割合が５
０％以上を占め、職員が認知症介護の専門的な研修を受け、対象者に対してチームケア等を提供し
た場合１月に１回１５０（単位）又は１２０（単位）加算されます。

○リハビリテーションマネジメント計画書情報加算・・リハビリテーション実施計画を利用者等に
説明し、その内容等を厚生労働省に提出している場合１月に１回３３（単位）加算されます。さら
に口腔、栄養と一体的に推進している場合１月に１回５３（単位）加算されます。

○排せつ支援加算・・排せつに介助を要する利用者に対して支援計画を作成し、その内容等を厚生
労働省に提出しており、改善が見込まれる利用者に対して支援を行った場合１月に１回１０（単
位）加算されます。さらに、状態が改善した場合１月に１回１５（単位）又は２２（単位）加算さ
れます。

○科学的介護推進体制加算・・利用者ごとの心身の状況に係る情報を厚生労働省に提出し、当該情
報を活用している場合１月に１回４０（単位）加算されます。さらに疾病や服薬等の情報を提供し
ている場合１月に１回６０（単位）加算されます。

○居宅に退所した場合の退所時指導等加算として、下記が加算されます。（１回につき）



○サービス提供体制強化加算・・介護福祉士の占める割合が８０％以上、または勤続１０年以上の
介護福祉士の占める割合が３５％以上である場合１日２２（単位）加算されます。介護福祉士の占
める割合が６０％以上である場合１日１８（単位）加算されます。介護福祉士の占める割合が５
０％以上、または常勤職員の占める割合が７５％以上、または勤続７年以上の占める割合が３０％
以上である場合１日６（単位）加算されます。

○介護職員処遇改善加算・・基本サービス費に各種加算減算した単位の1000分の39に相当する単位
※令和６年６月１日以降は1000分の75に相当する単位
○介護職員等特定処遇改善加算・・基本サービス費に各種加算減算した単位の1000分の21に相当す
る単位　※令和６年６月１日以降は算定しない
○介護職員等ベースアップ等支援加算・・基本サービス費に各種加算減算した単位の1000分の8に相
当する単位　※令和６年６月１日以降は算定しない

○高齢者施設等感染対策向上加算・・協力医療機関等との間で、新興感染症の発生時等の対応を行
う体制を確保し、新興感染症外の一般的な感染症の発生時等の対応の取り決めや、感染症発生時等
の連携しての対応、研修又は訓練に参加している場合１月に１回１０（単位）加算されます。さら
に感染症対策の要件を満たす医療機関から、３年に１回以上感染症が発生した場合の実地指導を受
けている場合１月に１回５（単位）加算されます。

○新興感染症等施設療養費・・利用者等が厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対
応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、当該感染症に感染した利用者に対して、適切な感
染対策を行った場合１月に５回を限度として１回２４０（単位）算定されます。

○生産性向上推進体制加算・・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に
資する方策を委員会を開催する等した上で、見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入し、１年
に１回以上取組による効果を示すデータを厚生労働大臣に提出している場合１月に１回１０（単
位）算定します。さらに、業務改善による成果が確認され、見守り機器等のテクノロジーを複数台
導入するなどしている場合１月に１回１００（単位）算定されます。



（３）居住費　　利用される部屋によって利用料金が違います。　※令和６年８月１日以降は（　）内

※介護保険負担限度認定証の発行を受けている方は、認定証に記載されている額が上限となります。

（４）食　費　（食材料費+調理費）　

※介護保険負担限度認定証の発行を受けている方は、認定証に記載されている額が上限となります。

（５）その他のサービス

（６）その他

　　生活保護世帯及び低所得（住民税・県民税非課税）世帯の利用者様は、利用料金の

　一部を減免させていただく制度もあります。

標準費用額

老齢福祉年金受給者
生活保護受給者

※令和６年６月１日以降
（単身1,000万円以下
夫婦2,000万円以下）

１日の料金 １ヶ月料金（30日）

0円

370円
（430円）

標準費用額

第１段階

第２段階

認定要件（※いずれも世帯全員が
非課税であることが前提

公的年金等収入
金額＋その他の
合計所得金額

預貯金額

②従来型個室（１人部屋）

参加費・材料費等を徴収する場合があります。

石鹸、タオル、ティッシュペーパー、バスタオル、おしぼり、歯磨き粉等施設で用意させていただ
くものとして１日１５０円徴収します。

第３段階①

居室へ個人の電化製品を持ち込みされた場合、１コンセント１日５０円徴収します。

実費徴収します。料金は業者の定める金額となります。

種　　類

日常生活費

洗濯代

電気使用料

理美容

施設が別に定
めるレクリエー
ション行事等

　利　用　料　金

施設にて洗濯を希望される場合は、１日１００円徴収します。

50,040円
（51,840円）

第１段階

第２段階

第３段階①

第３段階②

377円
（437円）

①多床室（２～４人部屋）

１日の料金
１ヶ月料金
（30日）

11,310円
（13,110円）

0円
490円
（550円）

490円
（550円）

1,310円
（1,370円）

14,700円
（16,500円）

39,300円
（41,100円）

14,700円
（16,500円）

11,100円
（12,900円）

370円
（430円）

11,100円
（12,900円）

第３段階②

1,445円

300円

390円

650円

1,360円

43,350円

9,000円

11,700円

19,500円

40,800円

年間80万円以下
単身650万円以下
夫婦1,650万円以下

年間80万円超
120万円以下

年間120万円超

単身550万円以下
夫婦1,550万円以下

単身500万円以下
夫婦1,500万円以下

１日の料金
１ヶ月料金
（30日）

1,668円
（1,728円）


